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各  位 
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剰余金の配当（特別配当の実施）に関するお知らせ 

 

当行は、平成 27年 5月 14日開催の取締役会において、平成 27年 3月 31日を基準日とする剰

余金の配当について、平成 27年 6月 24日開催予定の第 112期定時株主総会に付議することを決

議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．配当の内容 

 
決定額 直近の配当予想 

（平成 27年 1月 30日公表） 
前期実績 

（平成 26年 3月期） 

基 準 日 平成 27年 3月 31日 平成 27年 3月 31日 平成 26年 3月 31日 

１株当たり配当金 

9円 00銭 7円 00銭 7円 00銭 

(普通配当 7円 00 銭) 

(特別配当 2円 00 銭) 
(普通配当 7円 00 銭) 

   

(普通配当 7円 00 銭) 

   

配 当 金 総 額 1,435百万円 － 1,125百万円 

効 力 発 生 日 平成 27年 6月 25日 － 平成 26年 6月 25日 

配 当 原 資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 
２．理由 

  当行は、安定配当を維持しつつ、業績に応じた配当を行う「業績連動配当」を導入しており

ます。具体的には、１株当たり 8円を安定配当とし、当期純利益（単体）が 80億円を超過する

場合には、業績に応じた配当を行うこととしております。 

平成 27 年 3 月期の期末配当については、株主還元の状況や当行の業績および財務の状況等

について総合的に検討した結果、従来公表しておりました普通配当7円に特別配当2円を加え、

１株当たり 9円の配当に修正することとしました。 

これにより、既に実施しております中間配当金 4円と合わせた年間配当金は、１株当たり 11

円から 13円となります。 

 

※年間配当の内訳（ご参考） 

 1株当たり配当金 

基 準 日 第２四半期末 期  末 年  間 

当 期 実 績 

（期末および年間は予定） 
4円 00銭 

9円 00銭 
(普通配当 7円 00銭) 

(特別配当 2円 00銭) 

13円 00銭 
(普通配当 11円 00銭) 

  (特別配当  2円 00銭) 

前期実績（平成 26年 3月期） 4円 00銭 7円 00銭 11円 00銭 

 

以 上 
       

本件に関するお問合せは下記にお願いします。 

 

経営企画部経営政策グループ  荒金  ℡（0852）55－1016 



  
＜ご参考＞ 

 

配当金支払の目安の変更について 

 

 平成 27年度の配当については、中期経営計画（平成 27年度～平成 29年度）で公表しました業

績の推移等を考慮し、利益還元の充実を図るため、配当金支払の目安を変更しております。具体

的には、安定配当部分を１円増配し、１株当たり年間９円としております。業績連動配当部分に

ついては、これまでと同様に当期純利益（単体）が 80億円を超過する場合、業績に応じた配当を

行ってまいります。 

 

１．変更の内容 

【変更前－平成 26年度まで】                     ※１株当たり 

当期純利益（単体） 
安定 
配当 

業績連動
配当 

年間 
配当 

配当性向 

100億円超 8円 3円 11円 17.4%以下 

90億円超～100億円以下 8円 2円 10円 15.9～17.6% 

80億円超～ 90億円以下 8円 1円 9円 15.9～17.8% 

80億円以下 8円 0円 8円 15.9%以上 

 

 

【変更後－平成 27 年度以降】                   ※１株当たり 

当期純利益（単体） 
安定 
配当 

業績連動
配当 

年間 
配当 

配当性向 

150億円超 9円 8円 17円         18.0%以下 

140億円超～150億円以下 9円 7円 16円 16.9～18.1% 

130億円超～140億円以下 9円 6円 15円 17.0～18.3% 

120億円超～130億円以下 9円 5円 14円 17.1～18.5% 

110億円超～120億円以下 9円 4円 13円 17.2～18.7% 

100億円超～110億円以下 9円 3円 12円 17.3～19.0% 

90億円超～100億円以下 9円 2円 11円 17.4～19.4% 

80億円超～ 90億円以下 9円 1円 10円 17.6～19.8% 

80億円以下 9円 0円 9円 17.8%以上  

 

２．適用時期 

  本日公表しました平成 26 年度の配当については、変更前の配当金支払の目安を基準とし

て第 112期定時株主総会に付議いたします。従って、本変更については、平成 27年度から

の配当金支払に適用いたします。 


